
平成２５年度 
第１回鎌ケ谷市スポーツ推進審議会会議録 

 
日 時： 平成２５年４月２４日（水）午後７時００分～午後７時４５分  
場 所： 鎌ケ谷市総合福祉保健センター ４階 研修室 
出席者： 御代川・中村・坂西・廣原・河合・増山・荻尾・日向野   委員 ８人 
欠席者： 堀江委員 １人 
事務局： 山口課長・大杉・築地・熱海    事務局 ４人 
傍聴者： ５人 
 
議 題： １ 平成２５年度スポーツ推進事業について 
     ２ 平成２５年度生涯スポーツ振興補助金について 
     ３ その他 
 
●スポーツ推進審議会 
 
１．開会 
 
事務局：（審議会を開会する。） 

（事務局員の自己紹介を行う。） 
 
 
２．議事録署名人の選出 
 
事務局：議事録署名人を名簿順により廣原委員・坂西委員を推薦いたしますがよろしいで

しょうか。 
    （特に反対意見無し） 

それでは、廣原委員・坂西委員よろしくお願いいたします。 
    （議題に移るため、進行を御代川会長にお願いする。） 
  
３．議題 
 
会 長：議題１平成２５年度スポーツ推進事業について、事務局より説明をお願いしま 

す。 
事務局：（資料に基づき説明を行う。） 
 
会 長：事務局の説明について、質問・意見はありますか。 
    質問・意見がないようでしたら、承認としてよろしいですか。 
委 員：（異議なし） 
会 長：議題１については承認とし、次の議題に進みます。 
     
    議題２平成２５年度生涯スポーツ振興補助金について、事務局より説明をお願い 

します。 
       
事務局：（資料に基づき説明を行う。） 
 

会 長：事務局の説明について、質問・意見はありませんか。 

    質問・意見がないようでしたら、承認としてよろしいですか。 

委 員：（異議なし） 

会 長：議題２については承認とし、次の議題に進みます。 

 

    議題３その他について、何かございますか。 

事務局：弓道場・アーチェリー場建設について報告いたします。 

    （説明を行う。） 

弓道場・アーチェリー場の建設につきましては、遅滞なく事業を進めてまいりま



すが、皆様方には適宜ご報告してまいりますので、その点ご了解をいただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

委 員：弓道、アーチェリーについて小学生が参加していることは良く知っております。

ただ、陸上競技場の脇で行っているのは安全面で大丈夫なのかなと、強く感じて

おりましたので、このような施設ができることは子供達の興味関心が高まります

し、生涯体育という面ですばらしい施設ではないかと思います。 

 

委 員：関係者として、弓道・アーチェリー場を作ることについてはありがたいことと思 

いますし、良いことだと思います。予算については、市から１千８百万円・国か

らの予算が４千４百万円と考えて良いのか、お尋ねします。 

         

事務局：予算で説明いたしました、１千８百万円は市民プール解体や弓道・アーチェリー 

場設計費用です。先程申し上げたのは、来年度の建設費用が６千３百万円かかり 

ますと申し上げました。国からの補助は３分の１です。ただし、弓道場の部分で 

す。 

     

委  員：１千８百万円は工事の前段階であって、その後本格的に数字が上がってくると言 

うことですね。 

 

事務局：はい、そうです。 

 

委 員：この施設が完成したあかつきに、利用者・使用者については、どのような枠を考 

えていますか。弓道・アーチェリー団体に入っていなければ駄目なのか、一般市 

民の経験者を使うとか、オープンにするのですか。 

 

事務局：鎌ケ谷西高等学校においても弓道をやっている生徒がいるということなので活用 

していただきたい。また、管理運営については指定管理者にお願いするか、弓道連 

盟・アーチェリー協会にお願いするかはまだ決まっておりません。ただ、弓道連盟・ 

アーチェリー協会に協力をいただきながら、広く市民の方に利用していただきたい 

と考えております。 
 

委 員：広く市民のためにですね。 

 

事務局：はい。そうです。 

 

委 員：このスポーツで使用する用具は武器になりますので非常に危険です。これはこれ

からの話になりますが、初心者にとっては使い方を理解しないままでは、すぐに

はできないし、技量等にあったやり方でやっていかなければ危険であると思いま

す。今後、期待と希望を含め、ぜひ弓道・アーチェリー場建設をお願いしたいで

す。 

 

会 長：事務局からの説明のとおり、弓道・アーチェリー場建設については了承としてよ 

ろしいですか。 
 
委 員：（異議なし） 



 
 

会 長：その他、議題について質問意見を求める。特にないので、審議を終了する。 
    議長の命が終了する。 
 
 
４．その他 
 
事務局：その他質問・意見を求めるが、特に無いので審議会を閉会する。 
 
 
 
 
 
                                議事録署名人   廣原  忠    印  
 
 
                                議事録署名人   坂西 真由美   印  
 


